
歯ぐきの腫れや出血があっても、しばらくすると治る…そんな経験を繰り返していませんか？
それは歯周病の初期症状かもしれません。昨年度の受診者では、半数以上の方の歯肉に炎症がありました。
「痛みがないから大丈夫」と思わず、かかりつけ歯科医をもち、定期的に自分のお口のチェックをしましょう。

【問】国保・健康課（健康係）　 ☎（0879）26-9908

受けよう！20歳の無料歯科健診！受けよう！20歳の無料歯科健診！受けよう！20歳の無料歯科健診！受けよう！20歳の無料歯科健診！受けよう！20歳の無料歯科健診！受けよう！20歳の無料歯科健診！ 受診期間は
2月末まで

葬祭費について
国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者が亡くなった後、葬祭を行った方が市窓口に申請すれば葬祭
費が支給されます。（複数回申請はできません）
※葬祭を行った日の翌日から2年を過ぎると時効となり支給できなくなります。

○申請に必要なもの
・葬祭を行った方の氏名を確認できる書類（領収書、会葬礼状、火葬許可証など）
・葬祭費の振込先（葬祭を行った方名義の口座）を確認できるもの（通帳など）
※葬祭を行った方以外が申請・受領する場合は委任状が必要です。

【問】国保・健康課　　　　　　　　　　　　☎（0879）26-9907
香川県後期高齢者医療広域連合事務局　☎（087）811-1866

【問】国保・健康課　☎（0879）26-9907　長寿介護課　☎（0879）26-9904
香川県後期高齢者医療広域連合事務局　　　　　　☎（087）811-1866

風しんの抗体検査・予防接種はお済みですか？

対象者：昭和３７年４月２日～昭和５４年４月１日生まれのさぬき市の男性
※４月上旬にクーポン券を郵送しています。紛失等で再発行が必要な場合は、
ご連絡ください。

実施期間：３月３１日まで
厚生労働省ホームぺージ↑
【風しんの追加的対策】　

【問】国保・健康課（健康係）　☎（0879）26-9908

予防接種法に基づく公的な 「風しんの予防接種」を受ける機会がなかった男性を対象に、「風しんの追加的対
策事業」を実施しており、令和６年度が最終年度となります。風しんの抗体検査を２月２８日までに病院で検査を受
けて、抗体が基準値に満たなければ、予防接種を３月３１日までに受けてください。

【申請に必要なもの】
①被保険者証等（医療保険と介護保険の両方）　②振込口座を確認できるもの（通帳など）
③窓口持参者の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）
※本人以外の口座への振り込みは委任状（本人自署）が必要となります。
※被保険者死亡の場合、誓約書に署名・押印のうえで相続人に申請していただきます。
※保険者が変更となった場合、前保険者の発行した自己負担額証明書が必要となる場合があります。

●後期高齢者医療制度加入者および国民健康保険加入者（70歳以上75歳未満）の場合

●国民健康保険加入者（70歳未満）の場合

※自己負担額から限度額を差し引いた額が501円以上の場合に限り支給されます。
※令和6年7月31日時点での所得区分が適用されます。

所　得　区　分
(基礎控除後の総所得)

自己負担限度額（年額）
1年間に要した医療費と介護費の合計

901万円超

600万円超901万円以下

210万円超600万円以下

210万円以下

住民税非課税世帯

212万円

141万円

67万円

60万円

34万円

世帯内の同一医療保険加入者の1年間（毎年8月1日～翌年7月31日）の『医療保険』と『介護保険』両方の自己
負担額の合計が下表の自己負担限度額（年額）を超えた場合、申請によって超過分が支給されます。
対象と見込まれる方には、2月末頃に申請書を発送予定です。（申請時効2年）

現役Ⅲ

所得区分 自己負担限度額（世帯・年額）
1年間に要した医療費と介護費の合計

対象者
（同じ世帯に属する方も同一区分）

課税所得690万円以上の方

現役Ⅱ 課税所得380万円以上690万円未満の方

現役Ⅰ 課税所得145万円以上380万円未満の方

一般Ⅰ
自己負担割合が「1割」で、
区分Ⅰ、区分Ⅱのいずれにも該当しない方

区分Ⅰ
同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員が
所得0円、または老齢福祉年金受給者の方
（年金の所得は、控除額を80万円として計算）

212万円

141万円

67万円

一般Ⅱ 課税所得28万円以上145万円未満の方
56万円

31万円

19万円

区分Ⅱ1割

2割

3割

同じ世帯の全員が住民税非課税で、
区分Ⅰに該当しない方

高額医療・高額介護合算療養費の申請書を対象者に発送します

平成16年4月1日～平成17年3月31日生まれの方
対象者には5月末に個別案内をしています。
受診券を紛失された方はご連絡ください。

【対 象 者】

無料
※虫歯治療や歯石除去は自己負担が必要です。

【自己負担金】

市内の歯科医療機関（要予約）【実 施 場 所】

むし歯や歯肉炎の有無、歯垢の付着や歯並び等の
診察、結果に応じた指導 など

【内　　容】

子育て／健康
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高齢者／障害


